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近
年
、
ア
ジ
ア
の
海
で
は
、
い
わ
ゆ
る
海
洋
権
益
を
め
ぐ
る
国
家
間

の
紛
争
・
対
立
が
頻
発
し
、
そ
の
激
し
さ
を
増
し
て
い
る
。
と
り
わ

け
、
南
シ
ナ
海
で
は
、
南
沙
諸
島
と
西
沙
諸
島
の
領
有
権
を
め
ぐ
る
紛

争
・
対
立
が
激
し
さ
を
増
し
て
お
り
、
島
へ
の
滑
走
路
や
埠
頭
等
の
建

設
、
島
の
周
辺
海
域
に
お
け
る
漁
獲
活
動
禁
止
に
係
る
一
方
的
な
宣

言
、
外
国
漁
船
の
拿
捕
や
乗
組
員
の
逮
捕
・
拘
束
等
が
発
生
し
て
い
る
。

二
〇
一
〇
年
三
月
に
は
、
海
南
島
の
南
方
約
七
〇
カ
イ
リ
の
海
域
に
お

い
て
、
中
国
政
府
の
中
国
人
民
解
放
軍
海
軍
の
情
報
収
集
艦
、
海
上
漁

業
局
の
監
視
船
や
国
家
海
洋
局
の
監
視
船
等
が
米
国
海
軍
の
海
洋
調
査

船
イ
ン
ペ
ッ
カ
ブ
ル
号
に
接
近
・
包
囲
し
、
同
号
の
航
行
を
妨
害
し
、

現
場
海
域
か
ら
の
退
去
を
要
求
し
た
。
さ
ら
に
、
一
一
年
五
月
に
は
、

海
南
島
の
南
方
約
三
二
〇
カ
イ
リ
の
海
域
で
、
中
国
政
府
の
国
家
海
洋

局
の
監
視
船
等
が
「
中
国
管
轄
水
域
に
お
け
る
通
常
の
取
締
り
活
動
」

と
し
て
ベ
ト
ナ
ム
の
資
源
探
査
船
の
調
査
ケ
ー
ブ
ル
を
切
断
す
る
事
案

も
発
生
し
て
い
る
。
ま
た
、
日
本
の
周
辺
海
域
に
お
い
て
も
、
外
国
漁

船
に
よ
る
違
法
操
業
の
み
な
ら
ず
、
東
シ
ナ
海
の
境
界
未
画
定
の
海
域

に
お
け
る
中
国
政
府
に
よ
る
海
底
資
源
の
探
査
・
開
発
等
を
め
ぐ
る
問

題
が
あ
り
、
中
国
政
府
の
国
家
海
洋
局
の
海
洋
調
査
船
等
に
よ
る
事
前

通
報
の
な
い
海
洋
の
科
学
的
調
査
が
頻
発
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
、
ア
ジ
ア
の
海
を
め
ぐ
る
紛
争
・
対
立
が
発
生
し
て
い

る
海
域
と
し
て
、
報
道
等
で
た
び
た
び
言
及
さ
れ
る
海
域
が
「
排
他
的

経
済
水
域
」
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
排
他
的
経
済
水
域
と
い
う
海
域
に

つ
い
て
、
一
、
排
他
的
経
済
水
域
の
意
義
・
沿
革
、
二
、
排
他
的
経
済

水
域
に
お
い
て
沿
岸
国
が
有
す
る
主
権
的
権
利
と
管
轄
権
、
三
、
排
他

海
上
保
安
大
学
校
准
教
授

鶴
田
順

つ
る
た
　
じ
ゅ
ん
　

二
〇
〇
五
年
東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科

公
法
専
攻
博
士
課
程
単
位
取
得
退
学
。
海
上
保
安

大
学
校
講
師
を
経
て
、
〇
九
年
よ
り
現
職
。
論
文
に

「
尖
閣
諸
島
沖
中
国
漁
船
衝
突
事
件
」（『
法
学
教
室
』

第
三
六
三
号
）
な
ど
。

コ
ト
バの
深
層
連
載
❻

わ
か
っ
た
気
に
な
っ
て
し
ま
う
ニ
ュ
ー
ス
の
言
葉
を
、

よ
り
深
く
、
丁
寧
に
解
説
す
る

【
排
他
的
経
済
水
域
（
Ｅ
Ｅ
Ｚ
）】                                                                                   

海
洋
の
権
益
争
い
が
深
刻
化
し
て
い
る
ア
ジ
ア
。

Ｅ
Ｅ
Ｚ
の
沿
岸
国
に
よ
る
主
権
的
権
利
の
行
使
と
は
、

非
沿
岸
国
に
よ
る
「
公
海
の
自
由
」
の
享
受
と
の
関
係
は
。
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的
経
済
水
域
に
お
け
る
沿
岸
国
の
主
権
的
権
利
・
管
轄
権
の
行
使
と
非

沿
岸
国
に
よ
る
「
公
海
の
自
由
」
の
享
受
の
関
係
の
三
点
に
つ
い
て
整

理
し
て
み
た
い
。

　
「
排
他
的
経
済
水
域
」（Exclusive Econom

ic Zone, 

以
下
Ｅ

Ｅ
Ｚ
）
と
は
、
各
国
の
領
域
主
権
が
及
ぶ
領
海
の
外
側
に
、
基
線

（base line

）
か
ら
二
〇
〇
カ
イ
リ
（
約
三
七
〇
㎞
、
な
お
一
カ
イ
リ

は
一・
八
五
二
㎞
）
を
越
え
な
い
範
囲
で
設
定
さ
れ
る
海
域
で
あ
る
。

一
九
七
〇
年
代
に
、
中
南
米
諸
国
や
ア
フ
リ
カ
諸
国
は
、
自
国
沿
岸
の

領
海
の
外
の
広
い
海
域
に
お
け
る
資
源
管
轄
権
を
主
張
す
る
構
想
を
打

ち
出
し
た
。
例
え
ば
、
七
二
年
に
ド
ミ
ニ
カ
共
和
国
の
サ
ン
ト
・
ド
ミ

ン
ゴ
で
開
催
さ
れ
た
「
海
洋
の
諸
問
題
に
関
す
る
カ
リ
ブ
海
諸
国
の
特

別
会
議
」で
採
択
さ
れ
た
宣
言
は「
パ
ト
リ
モ
ニ
ア
ル・シ
ー（
世
襲
海
、

「
父
祖
伝
来
の
海
」
の
意
）」
を
提
唱
し
、
ま
た
、
同
年
に
カ
メ
ル
ー
ン

の
ヤ
ウ
ン
デ
で
開
催
さ
れ
た
「
海
洋
法
に
関
す
る
ア
フ
リ
カ
諸
国
セ
ミ

ナ
ー
」
で
採
択
さ
れ
た
結
論
は
Ｅ
Ｅ
Ｚ
制
度
を
提
唱
し
た
。
そ
の
よ
う

な
構
想
が
国
際
的
に
広
範
な
支
持
を
受
け
、八
二
年
に
採
択
さ
れ
た「
海

洋
法
に
関
す
る
国
際
連
合
条
約
」（
以
下
「
国
連
海
洋
法
条
約
」。
効
力

発
生
は
九
四
年
、
日
本
に
つ
い
て
の
効
力
発
生
は
九
六
年
）
で
は
、
領

海
の
幅
員
を
一
二
カ
イ
リ
（
約
二
二 

㎞
）
ま
で
と
す
る
一
方
で
、
領

海
の
外
側
の
基
線
か
ら
二
〇
〇
カ
イ
リ
ま
で
の
海
域
に
、
沿
岸
国
が
資

源
管
轄
権
を
有
す
る
海
域
と
し
て
Ｅ
Ｅ
Ｚ
を
設
定
す
る
こ
と
が
認
め
ら

れ
た
。

　

国
連
海
洋
法
条
約
に
お
け
る
Ｅ
Ｅ
Ｚ
制
度
の
採
用
は
、
領
海
の
拡
大

要
求
を
一
二
カ
イ
リ
ま
で
で
抑
え
（
当
時
、
中
南
米
諸
国
や
ア
フ
リ
カ

諸
国
等
に
は
、二
〇
〇
カ
イ
リ
の
領
海
を
主
張
す
る
国
も
あ
っ
た
）、「
公

海
の
自
由
」
を
広
い
海
域
で
享
受
し
た
い
先
進
国
と
、
自
国
の
沿
岸
の

広
い
海
域
で
資
源
管
轄
権
を
確
保
し
た
い
発
展
途
上
国
と
の
間
の
調
整

の
所
産
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

　

国
連
海
洋
法
条
約
は
、
Ｅ
Ｅ
Ｚ
制
度
は
あ
く
ま
で
も
同
条
約
上
の

制
度
で
あ
り
、
同
条
約
の
非
当
事
国
が
有
す
る
権
利
義
務
に
影
響
を

及
ぼ
す
こ
と
は
な
い
と
い
う
意
味
で
、「
特
別
の
法
制
度
」（
同
五
五
条
）

で
あ
る
と
規
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
国
連
海
洋
法
条
約
の
起
草
段

階
で
、
多
く
の
国
が
Ｅ
Ｅ
Ｚ
制
度
の
趣
旨
を
ふ
ま
え
て
国
内
法
を
整

備
し
、
自
国
の
沿
岸
海
域
に
Ｅ
Ｅ
Ｚ
を
設
定
し
た
。
Ｅ
Ｅ
Ｚ
制
度
は
、

今
日
、
国
連
海
洋
法
条
約
上
の
制
度
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
諸
国

の
実
行
を
通
じ
て
国
際
慣
習
法
上
の
制
度
と
し
て
確
立
し
た
と
の
評

価
も
多
く
、
こ
の
よ
う
な
評
価
を
支
持
す
る
国
際
司
法
裁
判
所
の
判

決
も
あ
る
（
一
九
八
五
年
の
リ
ビ
ア
＝
マ
ル
タ
大
陸
棚
境
界
画
定
事
件

判
決
）。

　

日
本
は
、
国
連
海
洋
法
条
約
の
起
草
段
階
の
一
九
七
七
年
に
「
領
海

法
」
と
「
漁
業
水
域
に
関
す
る
暫
定
措
置
法
」
を
制
定
し
、
領
海
の
幅

員
を
日
本
の
基
線
か
ら
一
二
カ
イ
リ
に
拡
大
す
る
一
方
で
（
例
外
的
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に
、
宗
谷
海
峡
や
津
軽
海
峡
等
の
「
特
定
海
域
」
に
つ
い
て
は
、
領
海

の
幅
員
三
カ
イ
リ
を
維
持
）、
日
本
の
基
線
か
ら
二
〇
〇
カ
イ
リ
ま
で

の
海
域
に
、
資
源
一
般
に
関
す
る
管
轄
権
で
は
な
く
、
漁
業
（
水
産
動

植
物
の
採
捕
ま
た
は
養
殖
の
事
業
）
に
関
す
る
管
轄
権
を
有
す
る
海

域
と
し
て
「
漁
業
水
域
」（
い
わ
ゆ
る
「
漁
業
専
管
水
域
」）
を
設
定
し

た
。
そ
の
後
、
九
六
年
に
国
連
海
洋
法
条
約
を
批
准
す
る
際
に
、「
排

他
的
経
済
水
域
及
び
大
陸
棚
に
関
す
る
法
律
」
を
制
定
し
、
日
本
の
基

線
か
ら
二
〇
〇
カ
イ
リ
ま
で
の
海
域
に
、
天
然
資
源
に
関
す
る
主
権
的

権
利
等
を
行
使
で
き
る
海
域
と
し
て
Ｅ
Ｅ
Ｚ
を
設
定
し
た
。
Ｅ
Ｅ
Ｚ
の

設
定
に
よ
り
、
日
本
の
内
水
・
領
海
・
Ｅ
Ｅ
Ｚ
を
合
わ
せ
た
広
さ
は
約

四
四
七
万
平
方
㎞
と
な
り
、
日
本
の
領
土
面
積
約
三
八
万
平
方
㎞
の
約

一
二
倍
で
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
、
フ
ラ
ン
ス
共
和
国
、
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
連
邦
、
ロ
シ
ア
連
邦
、
カ
ナ
ダ
に
次
ぐ
世
界
第
六
位
の
広
さ
と

な
っ
た
。

あ
い
ま
い
さ
が
残
る
非
沿
岸
国
の
義
務

　

沿
岸
国
は
、
Ｅ
Ｅ
Ｚ
に
お
い
て
、
主
権
が
及
ぶ
領
海
と
は
異
な
り
、

あ
く
ま
で
も
特
定
の
事
項
に
関
す
る
主
権
的
権
利
や
管
轄
権
を
有
し

て
い
る
。
Ｅ
Ｅ
Ｚ
制
度
は
沿
岸
国
の
経
済
的
利
益
の
追
求
を
主
た
る

目
的
と
し
て
設
定
さ
れ
た
制
度
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
国
連
海
洋
法
条

約
五
六
条
一
項
は
、
沿
岸
国
は
Ｅ
Ｅ
Ｚ
に
お
い
て
「
天
然
資
源
（
生

物
資
源
で
あ
る
か
非
生
物
資
源
で
あ
る
か
を
問
わ
な
い
）
の
探
査
、

開
発
、
保
存
及
び
管
理
の
た
め
の
主
権
的
権
利
」
と
、
Ｅ
Ｅ
Ｚ
に
お

け
る
「
経
済
的
な
目
的
で
行
わ
れ
る
探
査
及
び
開
発
の
た
め
の
そ
の

他
の
活
動
（
海
水
、
海
流
及
び
風
か
ら
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
生
産
等
）」

に
関
す
る
主
権
的
権
利
」
を
有
す
る
と
規
定
し
、
Ｅ
Ｅ
Ｚ
制
度
の
中

心
に
位
置
づ
け
て
い
る
。
他
方
で
、「
人
工
島
、
施
設
及
び
構
築
物
の

設
置
及
び
利
用
」、「
海
洋
の
科
学
的
調
査
」、「
海
洋
環
境
の
保
護
及

び
保
全
」
に
つ
い
て
は
、
沿
岸
国
は
「
管
轄
権
」
を
有
す
る
と
規
定

し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、国
連
海
洋
法
条
約
五
六
条
一
項
で
は
「
主
権
的
権
利
」

と
「
管
轄
権
」
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
が
、こ
こ
で
の
使
い
分
け
は
、

沿
岸
国
に
よ
る
国
内
法
令
の
執
行
権
限
の
有
無
や
そ
の
あ
り
方
と
連
動

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
国
連
海
洋
法
条
約
で
は
、
Ｅ
Ｅ
Ｚ
の
沿
岸

国
に
よ
る
外
国
船
舶
に
対
す
る
国
内
法
令
の
執
行
権
限
が
明
文
で
規
定

さ
れ
て
い
る
事
項
（
天
然
資
源
の
う
ち
生
物
資
源
の
探
査
・
開
発
・
保

存
・
管
理
や
海
洋
環
境
保
護
等
に
関
連
し
た
執
行
権
限
の
行
使
等
）
と

明
文
で
規
定
さ
れ
て
い
な
い
事
項
（
海
洋
の
科
学
的
調
査
の
規
制
に
関

連
し
た
執
行
権
限
の
行
使
等
）
が
あ
る
た
め
、
国
内
法
令
の
執
行
権
限

が
明
文
で
規
定
さ
れ
て
い
な
い
事
項
に
つ
い
て
の
執
行
権
限
の
行
使
の

可
否
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

一
方
、
Ｅ
Ｅ
Ｚ
は
、
従
来
は
公
海
で
あ
っ
た
海
域
に
沿
岸
国
の
主
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権
的
権
利
や
管
轄
権
が
認
め
ら
れ
た
海
域
で
あ
り
、
国
連
海
洋
法
条

約
五
六
条
一
項
に
規
定
さ
れ
た
特
定
の
事
項
以
外
に
つ
い
て
は
、
公

海
と
し
て
の
性
格
が
維
持
さ
れ
て
い
る
。
国
連
海
洋
法
条
約
五
八
条

一
項
は
、
す
べ
て
の
国
は
、
Ｅ
Ｅ
Ｚ
に
お
い
て
、「
航
行
及
び
上
空

飛
行
の
自
由
並
び
に
海
底
電
線
及
び
海
底
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
の
敷
設
の

自
由
並
び
に
こ
れ
ら
の
自
由
に
関
連
し
及
び
こ
の
条
約
の
そ
の
他

の
規
定
と
両
立
す
る
そ
の
他
の
国
際
的
に
適
法
な
海
洋
の
利
用
（
船

舶
及
び
航
空
機
の
運
航
並
び
に
海
底
電
線
及
び
海
底
パ
イ
プ
ラ
イ
ン

の
運
用
に
係
る
海
洋
の
利
用
等
）
の
自
由
を
享
有
す
る
」
と
規
定
し

て
い
る
。
同
条
項
は
、
Ｅ
Ｅ
Ｚ
に
お
け
る
船
舶
（
各
国
政
府
の
軍
艦

や
公
用
船
舶
を
含
む
）
等
の
特
に
航
行
の
自
由
は
、
国
連
海
洋
法
条

約
八
七
条
一
項
に
規
定
さ
れ
た
「
公
海
の
自
由
」
に
お
け
る
そ
れ
と

同
義
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
規
定
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
他
方
で
、

同
条
三
項
は
、
い
ず
れ
の
国
も
、
Ｅ
Ｅ
Ｚ
に
お
い
て
、「
こ
の
条
約
に

よ
り
自
国
の
権
利
を
行
使
し
及
び
自
国
の
義
務
を
履
行
す
る
に
当
た

り
、
沿
岸
国
の
権
利
及
び
義
務
に
妥
当
な
考
慮
を
払
う
」
義
務
を
負

う
と
規
定
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
例
え
ば
、
公
海
上
で
各
国
政
府

の
軍
艦
や
海
上
警
察
機
関
等
の
公
用
船
舶
は
、
旗
国
主
義
に
基
づ
き

自
国
籍
船
舶
に
対
し
て
執
行
管
轄
権
を
行
使
す
る
こ
と
が
で
き
る

が
、
あ
る
国
の
Ｅ
Ｅ
Ｚ
に
お
い
て
当
該
執
行
管
轄
権
を
行
使
す
る
に

際
し
て
は
、
Ｅ
Ｅ
Ｚ
の
沿
岸
国
が
有
す
る
主
権
的
権
利
や
管
轄
権
に

「
妥
当
な
考
慮
」
を
払
う
義
務
が
あ
る
。

　

国
連
海
洋
法
条
約
五
八
条
三
項
の
「
妥
当
な
考
慮
を
払
う
」
義
務

の
設
定
は
条
約
起
草
過
程
の
調
整
の
所
産
で
あ
り
、
Ｅ
Ｅ
Ｚ
の
非
沿

岸
国
の
い
か
な
る
海
の
利
用
が
当
該
義
務
を
履
行
し
た
も
の
と
い
え

る
か
、
ま
た
そ
の
逆
に
つ
い
て
も
、
あ
い
ま
い
さ
が
残
る
が
、
Ｅ
Ｅ

Ｚ
の
沿
岸
国
が
有
す
る
主
権
的
権
利
や
管
轄
権
に
「
妥
当
な
考
慮
」

を
払
わ
な
い
行
動
と
し
て
は
、
例
え
ば
、
一
、
Ｅ
Ｅ
Ｚ
の
沿
岸
国
の

平
和
や
秩
序
、
安
全
保
障
の
不
当
な
侵
害
、
二
、
Ｅ
Ｅ
Ｚ
の
沿
岸
国

に
よ
る
自
国
の
資
源
や
環
境
を
保
護
・
管
理
す
る
権
利
の
行
使
の
妨

害
、
三
、
Ｅ
Ｅ
Ｚ
の
沿
岸
国
に
よ
る
人
工
島
、
施
設
お
よ
び
構
築
物

の
設
置
お
よ
び
利
用
に
係
る
管
轄
権
の
行
使
の
妨
害
が
含
ま
れ
る
と

解
さ
れ
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
例
え
ば
、
Ｅ
Ｅ
Ｚ
の
沿
岸
国
が
海
底
資
源
の
探
査
・
開

発
を
行
っ
て
い
る
海
域
に
お
い
て
、
外
国
政
府
の
軍
艦
や
公
船
が
当
該

資
源
探
査
・
開
発
の
た
め
の
機
器
を
物
理
的
に
損
壊
す
る
と
い
う
行
為

は
、
明
ら
か
に
「
妥
当
な
考
慮
」
を
欠
く
行
為
で
あ
る
。
ま
た
、
Ｅ
Ｅ

Ｚ
の
沿
岸
国
政
府
の
海
上
警
察
機
関
が
自
国
の
Ｅ
Ｅ
Ｚ
で
す
で
に
拿
捕

し
た
外
国
漁
船
に
、
そ
の
旗
国
政
府
の
海
上
警
察
機
関
の
公
用
船
舶
が

接
舷
す
る
場
合
、
当
該
旗
国
政
府
は
沿
岸
国
が
自
国
の
Ｅ
Ｅ
Ｚ
で
有
し

て
い
る
漁
業
取
締
り
権
限
の
行
使
の
妨
害
と
な
ら
な
い
よ
う
に
、「
妥

当
な
考
慮
」
を
払
う
義
務
が
あ
る
と
い
え
る
。
■




